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(54)【発明の名称】 平面表示装置

(57)【要約】
【課題】走査線駆動回路部と走査線との間の配線の距離
の差による抵抗差を無くして、良質な表示を行うことが
できる液晶表示装置を提供する。
【解決手段】走査線１６の端部と走査線側端子２６とを
結ぶ走査線側配線３６の配線形状を、三角波の波形形状
となして配線抵抗を増加させることにより、隣接する走
査線側配線３６の間の抵抗差を小さくしたものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】互いに直交して配置される複数本の信号線
及び走査線と、
前記各信号線の一方にそれぞれ設けられた信号線側端子
と、
前記各走査線の一方にそれぞれ設けられた走査線側端子
と、
前記信号線へ信号を供給する信号線駆動回路部と、
前記走査線へ信号を供給する走査線駆動回路と、
前記各信号線側端子と前記信号線駆動回路の各端子とを
接続する信号線側配線部と、
前記各走査線側端子と前記走査線駆動回路の各端子とを
接続する走査線側配線部と、
を有する平面表示装置において、
前記走査線側配線部の配線形状を、前記走査線側端子と
前記走査線駆動回路の端子間を直線で結ぶ距離より長く
なるように冗長的な配線形状になして、隣接する走査線
側配線間の抵抗差を小さくしたことを特徴とする平面表
示装置。
【請求項２】互いに直交して配置される複数本の信号線
及び走査線と、
前記各信号線の一方にそれぞれ設けられた信号線側端子
と、
前記各走査線の一方にそれぞれ設けられた走査線側端子
と、
前記信号線へ信号を供給する信号線駆動回路と、
前記走査線へ信号を供給する走査線駆動回路と、
前記各信号線側端子と前記信号線駆動回路の各端子とを
接続する信号線側配線と、
前記各走査線側端子と前記走査線駆動回路の各端子とを
接続する走査線側配線と、
を有する平面表示装置において、
前記信号線側配線の配線形状を、前記信号線側端子と前
記信号線駆動回路の端子間を直線で結ぶ距離より長くな
るように冗長的な配線形状になして、隣接する信号線側
配線間の抵抗差を小さくしたことを特徴とする平面表示
装置。
【請求項３】前記冗長的な配線形状が、三角波の波形状
であることを特徴とする請求項１，２記載の平面表示装
置。
【請求項４】前記冗長的な配線形状が、正弦波の波形状
であることを特徴とする請求項１，２記載の平面表示装
置。
【請求項５】前記冗長的な配線形状が、矩形波の波形状
であることを特徴とする請求項１，２記載の平面表示装
置。
【請求項６】前記波形状の振幅、または、波長を変化さ
せて前記配線の抵抗値を変化させることを特徴とする請
求項３，４，５記載の平面表示装置。
【請求項７】前記配線の幅を変化させて抵抗値を変化さ

2
せることを特徴とする請求項１から６記載の平面表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置など
の平面表示装置における配線構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】平面表示装置としては、薄型軽量の代表
として近年、液晶表示装置が主流となっている。特に、
薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）などのスイッ
チング素子を駆動素子とするアクティブマトリックス型
液晶表示装置においては、大型化、高精細化、高密度実
装化に伴いその用途が拡大され、携帯電話、パソコン、
テレビなどの様々な表示装置として用いられている。
【０００３】このアクティブマトリックス型の液晶表示
装置１０の構造について、図６に基づいて説明する。
【０００４】図６は、アクティブマトリックス型の液晶
表示装置１０の構造例を示すものである。
【０００５】ガラス基板よりなる絶縁性基板１２の上に
は、互いに直交して配置される複数の信号線１４と走査
線１６が配され、この信号線１４と走査線１６との交点
近傍にＴＦＴ１８を介して配置される画素電極２０とを
有したアレイ基板が構成されている。このアレイ基板２
２には、液晶層を介して不図示の対向基板が設けられて
いる。
【０００６】複数の信号線１４の一端部には、信号線側
端子２４が設けられ、走査線１６の一端部にも、走査線
側端子２６が設けられている。これら複数の信号線側端
子２４は、絶縁性基板１２のＸ側の辺に沿って配列さ
れ、複数の走査線側端子２６は同じくＹ側の辺に沿って
配列されている。
【０００７】信号線１４に画像データを供給するため
に、信号線側端子２４には、Ｘ－ＴＣＰ（Tape Carrier
 Package）が接続され、信号線側端子２４には、走査線
側駆動ドライバーを構成するＹ－ＴＣＰ３０が接続され
ている。
【０００８】このＸ－ＴＣＰ２８には、信号線ドライバ
ーを構成するＩＣ２９が設けられ、Ｙ－ＴＣＰ３０に
は、走査線駆動ドライバーを構成するＩＣ３１が設けら
れている。
【０００９】この複数のＸ－ＴＣＰ２８と複数のＹ－Ｔ
ＣＰ３０には、コントロールＩＣ３２を有するフレキシ
ブル基板３４が接続されている。
【００１０】そして、コントロールＩＣ３２からＸ－Ｔ
ＣＰ２８に制御信号及び画像データを供給し、Ｙ－ＴＣ
Ｐ３０にゲート信号を供給することにより、液晶表示装
置１０に画面が表示される。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】ところで、最近の大型
化高精細化に伴い、信号線１４と走査線１６の数が増加
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し、例えば、ＸＧＡにおいては、信号線１４の数が、１
０２４×３本であり、走査線１６の数は７６８本であ
る。
【００１２】走査線１６にゲート信号を送るため、７６
８本の走査線１６のうち、２５６本を１組として、３個
のＹ－ＴＣＰ３０を接続している。
【００１３】そして、この接続を実現するために、アレ
イ基板２２の表示領域における走査線１６の端部と、走
査線側端子２６との間を結ぶ配線１３６の状態は、図７
に示すようになっている。なお、説明を簡略化するため
に、走査線の数を減らして説明する。
【００１４】例えば、第１のＹ－ＴＣＰ３０において、
Ｓ１からＳ１２の１２本の配線が存在するとして（本来
は、上記したように２５６本である）、ポイントＳ１に
おける走査線１６の端部と走査線側端子２６との間を結
ぶ配線１３６－１の距離は、１１００μｍであり、ポイ
ントの番号が増加すると、その配線１３６の距離が増加
し、ポイントＳ１２においては、その配線の距離が最大
となり約１８００μｍとなる。この状態が所謂、斜め配
線である。
【００１５】第２のＹ－ＴＣＰ３０において、Ｓ１３か
らＳ２４の１２本の配線が存在するとして、ポイントＳ
１３における配線１３６－１３の距離は再び１１００μ
ｍと短くなる。そして、ポイントの番号が増加すると、
その配線１３６の距離が増加し、ポイントＳ２４におい
ては、その配線の距離が最大となる。
【００１６】上記のように、隣接する配線１３６の距離
が異なるため、配線抵抗に差が生じる。特に、第１のＹ
－ＴＣＰ３０と第２のＹ－ＴＣＰ３０との間（以下、ブ
ロック間という）の配線１３６－１２の配線距離と配線
１３６－１３との配線距離との距離が大きく異なるた
め、この抵抗差が表示ムラとなるという問題点がある。
【００１７】この配線抵抗の差を無くすために、配線１
３６の幅を順番に大きくすることが考えられるが、隣接
する配線１３６、１３６のピッチ間隔は決まっており、
この抵抗差を無くすほどの配線幅をとることができな
い。
【００１８】また、配線１３６の厚さを変化させること
も考えられるが、この構造においても同様に厚くできる
限度があり、この抵抗差を無くすことができない。
【００１９】そこで、本発明は上記問題点に鑑み、走査
線駆動回路部と走査線または信号線駆動回路部と信号線
との間の配線の距離の差による抵抗差を無くして、良質
な表示を行うことができる平面表示装置を提供するもの
である。
【００２０】
【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、互い
に直交して配置される複数本の信号線及び走査線と、前
記各信号線の一方にそれぞれ設けられた信号線側端子
と、前記各走査線の一方にそれぞれ設けられた走査線側
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端子と、前記信号線へ信号を供給する信号線駆動回路部
と、前記走査線へ信号を供給する走査線駆動回路と、前
記各信号線側端子と前記信号線駆動回路の各端子とを接
続する信号線側配線部と、前記各走査線側端子と前記走
査線駆動回路の各端子とを接続する走査線側配線部と、
を有する平面表示装置において、前記走査線側配線部の
配線形状を、前記走査線側端子と前記走査線駆動回路の
端子間を直線で結ぶ距離より長くなるように冗長的な配
線形状になして、隣接する走査線側配線間の抵抗差を小
さくしたことを特徴とする平面表示装置である。
【００２１】請求項２の発明は、互いに直交して配置さ
れる複数本の信号線及び走査線と、前記各信号線の一方
にそれぞれ設けられた信号線側端子と、前記各走査線の
一方にそれぞれ設けられた走査線側端子と、前記信号線
へ信号を供給する信号線駆動回路と、前記走査線へ信号
を供給する走査線駆動回路と、前記各信号線側端子と前
記信号線駆動回路の各端子とを接続する信号線側配線
と、前記各走査線側端子と前記走査線駆動回路の各端子
とを接続する走査線側配線と、を有する平面表示装置に
おいて、前記信号線側配線の配線形状を、前記信号線側
端子と前記信号線駆動回路の端子間を直線で結ぶ距離よ
り長くなるように冗長的な配線形状になして、隣接する
信号線側配線間の抵抗差を小さくしたことを特徴とする
平面表示装置である。
【００２２】請求項３の発明は、前記冗長的な配線形状
が、三角波の波形状であることを特徴とする請求項１，
２記載の平面表示装置である。
【００２３】請求項４の発明は、前記冗長的な配線形状
が、正弦波の波形状であることを特徴とする請求項１，
２記載の平面表示装置である。
【００２４】請求項５の発明は、前記冗長的な配線形状
が、矩形波の波形状であることを特徴とする請求項１，
２記載の平面表示装置である。
【００２５】請求項６の発明は、前記波形状の振幅、ま
たは、波長を変化させて前記配線の抵抗値を変化させる
ことを特徴とする請求項３，４，５記載の平面表示装置
である。
【００２６】請求項７の発明は、前記配線の幅を変化さ
せて抵抗値を変化させることを特徴とする請求項１から
６記載の平面表示装置である。
【００２７】本発明の平面表示装置であると、走査線側
配線部の配線形状を、走査線側端子と走査線駆動回路部
の端子間を直線で結ぶ距離より長くなるように冗長的な
配線形状（例えば、三角波の波形状、正弦波の波形状、
矩形波の波形状）になして配線抵抗を増加させ、隣接す
る走査線側配線部の間の抵抗差を小さくしたものであ
る。
【００２８】信号線側配線部の配線形状も同様に行うこ
とができる。
【００２９】
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【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を、図
１から図３に基づいて説明する。
【００３０】（液晶表示装置の構造）本実施形態におけ
る液晶表示装置の構造は、従来技術の欄で説明した液晶
表示装置１０と同様の構造であり、同様の構造を有する
部分には同じ参照符号を用いて説明する。
【００３１】図１は、本実施形態のＹ側における走査線
１６と、走査線側端子２６との間の配線状態を示す図面
である。そして、図２は、図１における点線で囲まれた
Ａの範囲内を拡大した図面である。
【００３２】図１において、７６８本の走査線１６のう
ち、２４本の走査線１６が示され、左側から順番にポイ
ントＳ１、Ｓ２、・・・・Ｓ２４の番号を付して呼ぶ。
【００３３】これら２４本の走査線１６にゲート信号を
供給するために、絶縁性基板１２の縁部には、２４個の
走査線側端子２６が配列されている。そして、Ｓ１から
Ｓ１２に対応する走査線側端子２６に、第１のＹ－ＴＣ
Ｐ３０のリード端子が異方性導電膜によって接続され、
Ｓ１３からＳ２４の走査線側端子２６に、第２のＹ－Ｔ
ＣＰ３０のリード端子が異方性導電膜によって接続され
る。この２４個の走査線側端子２６と２４本の走査線１
６の端部とを２４本の配線３６が接続している。この配
線３６は、モリブデン、アルミニウム、モリブデンの３
層構造からなり、配線幅は略５０μｍである。なお、本
実施形態でも、説明を簡単にするために、走査線１６の
数は減らしている。
【００３４】これら走査線１６の端部と走査線側端子２
６との間を結ぶ配線３６の配線形状に本実施形態の特徴
がある。以下それについて詳しく説明する。なお、説明
において、ポイントＳ１に対応する配線３６の符号とし
て「３６－１」とし、ポイントＳ１３に対応する配線３
６の符号を「３６－１３」とし、他のポイント番号につ
いても同様にする。 *
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*【００３５】この配線３６において、従来技術の欄で説
明したように、第１のＹ－ＴＣＰ３０と第２のＹ－ＴＣ
Ｐ３０の間（ブロック間）における配線３６－１２と、
配線３６－１３が最も大きい配線抵抗の差となってしま
う。そのため、図１、２に示すように、配線３６－１３
の配線形状を、冗長的な配線である三角波の波形状（す
なわち、ジグザグ配線）となして、配線３６－１２の配
線距離と略等しくして、配線抵抗の差をなくすものであ
る。この場合に、ジグザグ配線の振幅Ａと繰り返しピッ
チＰによって配線抵抗を調整する。また、抵抗の微調整
には、ジグザグ配線の線幅Ｌ及び間隔Ｓを調整すること
によっても行える。
【００３６】また、この配線３６－１３に隣接する配線
３６－１４についても同様にジグザグ配線となし、以下
順番にジグザグ配線の距離を短くしていき、最終的には
Ｓ２４に対応する配線３６－２４では直線の配線とな
る。
【００３７】これによって、Ｓ１からＳ２４に対応する
配線３６－１から３６－２４の配線距離がほぼ同じとな
り、配線抵抗もほぼ等しくなる。特に、第１のＹ－ＴＣ
Ｐ３０と第２のＹ－ＴＣＰ３０の間（ブロック間）にお
ける配線３６－１２と配線３６－１３との配線抵抗が等
しくなるので、従来のような表示ムラが発生することが
ない。
【００３８】（計算結果）以上の効果を立証するため
に、配線抵抗を計算して、その結果を図３に示すように
グラフ化した。
【００３９】まず、従来例において、配線長さＫと、配
線幅Ｌを図７で示す値で計算すると（配線１３６のシー
ト抵抗を１Ωとした場合）、以下のようになる。
【００４０】
【数１】

以上の計算結果を基にしたものが図３のグラフである。
【００４１】すなわち、従来例では、配線１３６の抵抗
はＳ１からＳ１２に向かって段階的に増加し、Ｓ１３で
一旦低下したのち再び段階的に増加するカーブを描いて
いる。このことからも、前記で説明したように、ブロッ
ク間で隣接する配線１３６の抵抗差（１０Ω）が最大に
なることが分かる。
【００４２】次に、本実施形態において、配線長さＫ
と、配線幅Ｌを図１で示す値で計算して（配線３６のシ
ート抵抗を１Ωとした場合）、グラフ化すると図３のよ

うになす。すなわち、本実施形態では、配線３６の抵抗
はＳ１からＳ２４に向かって段階的に増加し、Ｓ１２と
Ｓ１３の間でも抵抗差はほとんどない。
【００４３】従って、本実施形態では、ポイントＳ１３
とＳ１４との間で表示ムラが生じることがない。また、
他の配線との間でも抵抗差はほとんど無い。
【００４４】なお、図３において本実施形態のグラフが
右上がりとなっているのは、Ｓ１からＳ２４に向かって
順番に配線距離が長くなっているため、それに合わせて
隣接する抵抗差を順番に増加させて傾斜させているため
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である。
【００４５】（変更例１）上記実施形態では、配線形状
を三角波の波形形状としたが、これに代えて、図４に示
す矩形波の波形形状でもよく、図５に示す正弦波の波形
形状でもよい。
【００４６】（変更例２）上記実施形態では走査線１６
において、隣接する配線抵抗の差を小さくしたが、信号
線１４においても同様に隣接する配線距離をほぼ等しく
して、その配線抵抗差を小さくすることができる。
【００４７】更に、走査線１６と信号線１４の両方の隣
接する配線抵抗の差を小さくすれば、更によい表示状態
となる。
【００４８】（変更例３）上記実施例では、走査線側端
子または信号線側端子にＴＣＰを取り付ける構造であっ
たが、これに代えてＣＯＧ（chip on glass）の構造で
あってもよい。
【００４９】（変更例４）なお、本発明は、アクティブ
マトリックス型に限らず、単純マトリックス型等に適用
できることは言うまでもない。
【００５０】
【発明の効果】以上により本発明の平面表示装置である
と、隣接する配線間の配線抵抗の差を小さくすることに
より、表示ムラがなくなり良質な画像を得ることができ
る。 *

8
*【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示すＹ側の配線の平面図
である。
【図２】図１における一部拡大平面図である。
【図３】配線抵抗のグラフである。
【図４】第１の変更例のＹ側の配線の波形形状である。
【図５】第２の変更例のＹ側の配線の波形形状である。
【図６】アクティブマトリックス型液晶表示装置の構造
を示した図である。
【図７】従来のＹ側の配線の状態を示した平面図であ
る。
【符号の説明】
１０  液晶表示装置
１２  絶縁性基板
１４  信号線
１６  走査線
１８  ＴＦＴ
２０  画素電極
２２  アレイ基板
２４  信号線側端子
２６  走査線側端子
２８  Ｘ－ＴＣＰ
３０  Ｙ－ＴＣＰ
３６  配線

【図１】

【図４】 【図５】
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